
 

 

新 秋 健 第 ４ ３ ３ １ 号 

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ７ 日 

秋葉区自治協議会会長 様 

新潟市長  中原 八一   

（担当：秋葉区健康福祉課） 

 

秋葉区における児童館設置（指定管理者制度の導入）について（意見聴取） 

 

 

新潟市区自治協議会条例（平成 18 年条例第 74 号）第７条第１項第２号の規定により、下

記事項について貴自治協議会に意見を求めます。 

 

記 

 

１ 秋葉区における児童館設置（指定管理者制度の導入）について 

 

資料１ 



    

 

１ ．（ 仮 称 ） 秋 葉 区 児 童 館 に つ い て  
遊 び を 通 し て こ ど も の 健 全 な 育 成 を 促 し 、 心 身 の 健 康 増 進 や 情 操

を 豊 か に す る こ と を 目 的 に 、 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 児 童 館 を 新 津 健 康
セ ン タ ー 内 に 設 置 す る 。  
 
【 施 設 概 要 】  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
２ ． 指 定 管 理 者 制 度 導 入 の 理 由  

「 新 津 健 康 セ ン タ ー 」「 新 津 育 ち の 森 」 と あ わ せ て 施 設 を 一 体 的 に
管 理 し 、 ⺠ 間 活 ⼒ を 投 ⼊ す る こ と で 、 次 の よ う な サ ー ビ ス 向 上 及
び 効 率 化 が 見 込 ま れ る 。  

〇  ⺠ 間 の ノ ウ ハ ウ と ネ ッ ト ワ ー ク に よ り 新 津 健 康 セ ン タ ー 、 新 津 育
ち の 森 、 児 童 館 を 一 体 的 に 活 用 し た 新 た な 活 動 の 実 施  

○  市 ⺠ ニ ー ズ に 応 じ た ⾃ 主 事 業 や ⾼ 齢 層 、 ⼦ 育 て 世 代 と の 交 流 を 活
か し た 活 動 な ど  

〇  ⺠ 間 の 知 恵 と 改 善 に よ る 施 設 の 包 括 的 管 理 ・ 保 全 及 び 経 費 の 合 理
的 、 効 率 的 運 用  

 

３ ． 指 定 管 理 期 間  

〇  令 和 ９ 年 ４ ⽉ １ ⽇ 〜 令 和 1 4 年 ３ ⽉ 3 1 ⽇ （ ５ 年 間 ）  
 

【 主 要 諸 室 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 指 定 管 理 者 制 度 と 市 直 営 の 比 較  

 指 定 管 理 者 制 度  市 直 営  
管 理 運 営 主 体  ⺠ 間 事 業 者 等 の 団 体 （ 個 ⼈ 除 く ）  新 潟 市  

職 員  指 定 管 理 者 の 職 員  新 潟 市 の 職 員  
（ 委 託 の 場 合 あ り ）  

施 設 の 使 用 許 可  指 定 管 理 者 が 行 う こ と が で き る  新 潟 市  
リ ス ク 分 担  協 定 書 に 基 づ く  新 潟 市 が 負 担  
設 置 者 責 任  新 潟 市  新 潟 市  

 

施 設 名  （ 仮 称 ） 秋 葉 区 児 童 館  

設 置 場 所  新 潟 市 秋 葉 区 程 島 １ ９ ７ ９ 番 地 ４ （ 新 津 健 康 セ ン タ ー 内 ）  

運 営 形 態  
指 定 管 理  

※ 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で は 業 務 委 託  

主 要 諸 室  遊 戯 室 、 集 会 室 、 図 書 室 、 ト イ レ 、 学 習 ス ペ ー ス  

休 館 日  年 末 年 始 （ １ ２ 月 ２ ９ 日 ～ 翌 年 １ 月 ３ 日 ）  

開 館 時 間  
平 日 ： 午 後 １ 時 ～ 午 後 ７ 時  

土 ・ 日 曜 日 、 祝 日 、 学 校 の 長 期 休 校 日 ： 午 前 ９ 時 ～ 午 後 ７ 時  

資 料 １ － １  

（ 仮 称 ） 秋 葉 区 児 童 館 に お け る 指 定 管 理 者 制 度 の 導 入 に つ い て  


